
特別講演会 
女性の活躍が日本を救う！

日時＝3月18日（水） 午後2時～3
時30分
場所＝かみす防災アリーナ
定員＝200人（申込多数の場合は
抽選）
講師＝伊藤 聡子氏（キャスター）
申込方法＝市商工会ホームページ
申込期限＝3月9日（月） 午後5時

市商工会　℡0299-92-5111

バドミントン教室

期間＝4月8日～29日の水・金曜日
（全7回）　午後6時30分～8時40分
場所＝武道館
対象＝一般、ジュニア（新小学4年
生以上）※競技年数が3年未満の
初心者　定員＝各20人
費用＝一般5,000円、小学生3,000
円、小学生親子7,000円
申込期限＝3月29日（日） 午後5時

・ 武道館　℡0299-96-7700

かみすスポーツクラブ 
会員募集

子どもから高齢者まで、誰でもス
ポーツを楽しめます。
内容＝スポーツ吹き矢、ファミ
リーバドミントン、ボッチャ、ヨー
ガ、健康体操、ノルディックウォー
キング、卓球、カヌーなど　
対象＝小学生以上
費用＝2,000円（別途年会費あり）

かみすスポーツクラブ　
℡0299-93-0040

グラウンド・ゴルフ協会 
会員募集

活動内容＝月例会（年10回）、大
会（年20回）、遠征大会など
場所＝神之池グラウンド・ゴルフ
場　対象＝市内在住・在勤の方
費用＝4,000円（年会費）
申込方法＝費用を添えて武道館ま
たは協会事務局へ

・ かみすスポーツクラブ内
グラウンド・ゴルフ協会　
℡0299-93-0040

健康シェイプアップ教室

期間＝4月1日～2027年3月31日
の毎週水曜日（全49回）　午後7時
～8時　場所＝市民体育館、海浜
温水プール　対象＝市内在住・在
勤・在学の高校生以上　
定員＝25人（先着順）　
費用＝月額2,000円　
申込方法＝窓口
申込開始＝3月7日（土）

・ 武道館　℡0299-96-7700

アクアビクス教室

期間＝4月11日～6月13日の土曜日
（全10回） 午前10時～10時50分 
場所＝海浜温水プール
対象＝市内在住・在勤の高校生以上
定員＝25人（先着順）
費用＝5,000円
申込開始＝3月6日（金）
申込方法＝電話

・ 海浜温水プール
℡0299-97-1177

ジュニアバレーボール教室
生徒募集

期間＝4月～2027年2月の土曜日
申込期間＝3月3日（火）～15日（日）
神栖教室（午後1時～4時）　
定員＝市内新小学4～6年生の女子
各10人（先着順）　

武道館 ℡0299-96-7700
波崎教室（午前9時～正午）
定員＝市内新小学4～6年の男女
各20人（先着順）　

土合体育館　℡0479-48-0019

土合体育館スポーツクラブ

期 間 ＝4月2日 ～2027年3月4日
の毎週木曜日（全40回） 午前10時
～11時　場所＝土合体育館
対象＝市内在住・在勤の方
定員＝30人（先着順）
費用＝年会費2,000円、参加費 
1回500円　申込方法＝電話
申込開始＝3月4日（水）

・ 土合体育館　
℡0479-48-0019

硬式テニス教室

期間＝4月11日～6月13日の土曜日
（全6回） 午後1時15分～3時15分 
場所＝海浜庭球場
対象＝市内新小学3年生以上
定員＝50人（先着順）
費用＝4,000円
申込開始＝3月11日（水）
申込方法＝電話

・ 海浜温水プール　
℡0299-97-1177　

ソフトテニス教室

期間＝4月19日～6月21日の日曜日
（全6回） 午前9時30分～11時30分 
場所＝海浜庭球場
対象＝市内新小学3年生以上
定員＝40人（先着順）
費用＝4,000円
申込開始＝3月12日（木）
申込方法＝電話

・ 海浜温水プール　
℡0299-97-1177　

スポーツ少年団団員募集
　新学期に向けて「なにかスポーツを始めたい」と考
えている皆さん、スポーツ少年団に参加してみませ
んか？
　興味のある方はぜひ見学に来てくだ
さい。

 武道館  ℡0299-96-7700

●神栖ブルーウェーブ　　●波崎ウイングス　
●波崎ジュニアーズ　　　●神栖マリーンズ

軟式野球

●横瀬ミニバス　　　　　●息栖ミニバス　
●神栖ツインズミニバス　●軽野ミニバス　
●植松ミニバス　
●神栖リトルモンスターズミニバス　
●波崎ミニバス

ミニバスケットボール

●波崎剣道教室
剣道

●神栖ソフトテニス
ソフトテニス

●神栖ジュニア体操
体操

●神栖空手道　●JKA神栖空手道
空手道

●軽野サッカー　　●息栖サッカー　
●横瀬サッカー　　
●大野原サッカー　●FC波崎
●土合FC　　　　  ●フォルサ太田サッカー　
●神栖サッカークラブジュニア

サッカー

●少林寺拳法茨城神栖
少林寺拳法

●神栖柔道
柔道

…申し込み　 …問い合わせ 林野火災警報・注意報の運用開始
 鹿島地方事務組合消防本部  ℡0299-97-3608

火の使用の制限
●山林、原野などにおいて火入れや喫煙をしないこと
●煙火（花火）を消費しないこと
●屋外において火遊び、たき火、可燃物の付近で喫煙をしないこと
●残火（たばこの吸い殻を含む）、取灰または火粉を始末すること
※詳しくは鹿島地方事務組合ホームページをご覧ください

　林野火災を未然に防止するため、「林野火災警報」「林野火災注意
報」の運用が始まりました。警報が発令された場合、次の火の使用
については、制限することが義務となります。
　また、注意報が発令された場合は、努力義務となります。
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